
「③職員等の資格・定数等」に係る具体的に講ずべき措置の方針 

記号 意味 具体的に講ずべき措置

p1 選挙により選任しなければならない旨の義務付け 

存置、又は条例委任し

た上で「従うべき基準」

として示すことを許容 

p2 

選挙により選任しなければならない者の数 

（これとの関係で特に示す必要がある場合は、選挙により選任しない者の数を含

む。） 

q1 
関係者の利害を調整する機関において、具体的な利害関係者から選任し、又は選

任してはならない旨の義務付け 

q2 

関係者の利害を調整する機関において、具体的な利害関係者から選任しなけれ

ばならない者の数 

（これとの関係で特に示す必要がある場合は、具体的な利害関係者から選任しな

い者の数を含む。） 

× いずれにも該当しない場合 

廃止、又は条例委任し

た上で「参酌すべき基

準」を示すことを許容 

（備考） 

１．「廃止」とは、資格・定数等に係る義務付けの全部の廃止（単なる奨励にとどめることを含む。）によって、

資格・定数等を条例で設定するか否かを含めて地方自治体の判断によるものとする見直しである。努力

義務、配慮義務など、個別具体的な方法を含まない一般的な原則・方針にとどめる見直しを行う場合を

含む。 

２．条例に委任する場合における条例制定に関する国の基準の類型は、「地方分権改革推進計画」（平成

21 年 12 月 15 日閣議決定）及び「地域主権戦略大綱」（平成 22 年 6 月 22 日閣議決定）の整理同様、次

のとおりとする。 

○ 従うべき基準

条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲

内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されな

いもの 

○ 参酌すべき基準

地方自治体が十分参照した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが

許容されるもの 



③職員等の資格・定数等

見直すべき箇所（赤字部分） 措置案

1 3 人権擁護委員法 第6条 第3項

３　市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を
有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について
理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁
護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の
擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町
村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければな
らない。

３　市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議
員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実
情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育
者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦
人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁
護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中か
ら、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の
候補者を推薦しなければならない。

× 確認

3 2 地方税法
第401条の

2
第4項 ４　道府県固定資産評価審議会は、委員十二人以内で組織する。

４　道府県固定資産評価審議会は、委員十二人以内で組
織する。

× ○

3 2 地方税法
第401条の

2
第5項

５　委員は、国の関係地方行政機関の職員、当該道府県の職員及び当
該道府県の区域内の市町村の職員並びに固定資産の評価について学
識経験を有する者のうちから、道府県知事が任命する。

５　委員は、国の関係地方行政機関の職員、当該道府県
の職員及び当該道府県の区域内の市町村の職員並びに
固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、
道府県知事が任命する。

× 確認

3 2 地方税法 第404条 第2項
２　固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する
者のうちから、市町村長が、当該市町村の議会の同意を得て、選任す
る。

２　固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及
び経験を有する者のうちから、市町村長が、当該市町村の
議会の同意を得て、選任する。

× 確認

4 12
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関
する法律

第21条 第1項
　（組織等）
第二十一条　委員会は、委員十人以内で組織する。

　（組織等）
第二十一条　委員会は、委員十人以内で組織する。

× ○

4 12
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関
する法律

第21条 第2項
２　委員は、人格識見が高く、かつ、留置施設の運営の改善向上に熱意
を有する者のうちから、公安委員会が任命する。

２　委員は、人格識見が高く、かつ、留置施設の運営の改
善向上に熱意を有する者のうちから、公安委員会が任命
する。

× 確認

4 12
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関
する法律

第21条 第3項 ３　委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。 ３　委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。 × ○

4 22 銃砲刀剣類所持等取締法 第14条 第5項
５　第一項の登録の方法、第三項の登録審査委員の任命及び職務、同
項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省
令で定める。

５　第一項の登録の方法、第三項の登録審査委員の任命
及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し
必要な細目は、文部科学省令で定める。

× 確認

4 33 消防組織法 第15条 第2項
２　消防長及び消防署長は、政令で定める資格を有する者でなければな
らない。

２　消防長及び消防署長は、政令で定める資格を有する者
でなければならない。

× ○

5 2 国土利用計画法 第39条 第3項 ３　土地利用審査会は、委員七人で組織する。 ３　土地利用審査会は、委員七人で組織する。 × ○

5 2 国土利用計画法 第39条 第4項
４　委員は、土地利用、地価その他の土地に関する事項について優れた
経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者の
うちから、都道府県知事が、都道府県の議会の同意を得て、任命する。

４　委員は、土地利用、地価その他の土地に関する事項に
ついて優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な
判断をすることができる者のうちから、都道府県知事が、都
道府県の議会の同意を得て、任命する。

× 確認

5 25 土地収用法 第15条の3

　（あつせん委員）
第十五条の三　あつせん委員は五人とし、事件ごとに、収用委員会がそ
の委員の中から推薦する者一人及び学識経験を有する者で収用委員会
が推薦するものについて、都道府県知事が任命する。

　（あつせん委員）
第十五条の三　あつせん委員は五人とし、事件ごとに、収
用委員会がその委員の中から推薦する者一人及び学識経
験を有する者で収用委員会が推薦するものについて、都道
府県知事が任命する。

× ×

　土地収用法におけるあっせん手続は、メルクマール（ⅰ、ア）でも示されているが、地方自治体が
土地等に関する私有財産制度等の私法秩序の根幹となる制度に関わる事務を処理するものであ
るとともに、土地収用による地方自治体の公権力行使にあたっての私人保護にかかわる準司法手
続である。あっせんを行うのがどこの都道府県かに関わらず、収用対象となりうる土地の権利取
得・喪失及びその補償といった私的財産権に直接関わる事項の判断においては、同一の制度・手
続により全国的な公平性・統一性を確保する必要があり、委員の定員等を含め、国において基本
的な枠組みを定める必要がある。
　　なお、同一の制度・手続により全国的な公平性・統一性を確保する必要があるのは、都道府県
等が行う事業に係るあっせん（自治事務）だけでなく、国等が行う事業に係るあっせん（法定受託事
務）も同じであり、また、あっせんに係る事業を行うのが都道府県等か国等かに関わらず、土地収
用法に定められた制度・手続としての一体性・統一性を担保するため、委員の定数等を含め、あっ
せんに係る自治事務の規律は、現行の法定受託事務の規律と同一のものとすることが適当であ
る。
　また、あっせんは、収用裁決手続で判断される土地の権利取得・喪失及び補償に関する事項だ
けでなく、それに先行する事業認定手続で判断される事業計画全般（事業の公益性、周辺環境へ
の影響）に関する事項を含め、幅広い内容を処理事項としており、それぞれの分野について広範に
わたる知見が必要となる。手続・判断の適正と土地所有者等の権利保護を図りながら、広汎な事
項を審査するには、手続を総括する収用委員１人のほか、土地の取得・喪失及び補償、事業計画
全般の両分野において学識経験を有する者をそれぞれ複数名選任する必要があることなどから、
委員の人数を５人としており、委員選定に当たっては、公共用地取得に伴う紛争に関する知見に基
づき、適切な人選を行うことができる収用委員会が関与することとしている。

5 25 土地収用法 第15条の8
　（仲裁委員）
第十五条の八　仲裁委員は三人とし、事件ごとに、収用委員会がその委
員の中から推薦する者について、都道府県知事が任命する。

　（仲裁委員）
第十五条の八　仲裁委員は三人とし、事件ごとに、収用委
員会がその委員の中から推薦する者について、都道府県
知事が任命する。

× ×

　土地収用法における仲裁手続は、メルクマール（ⅰ、ア）においても示されているが、地方自治体
が土地等に関する私有財産制度等の私法秩序の根幹となる制度に関わる事務を処理するもので
あるとともに、土地収用による地方自治体の公権力行使にあたっての私人保護にかかわる準司法
手続である。仲裁を行うのがどこの都道府県かに関わらず、収用対象となりうる土地の権利取得・
喪失及びその補償といった私的財産権に直接関わる事項の判断においては、同一の制度・手続に
より全国的な公平性・統一性を確保する必要があり、委員の定員等を含め、国において基本的な
枠組みを定める必要がある。
　　なお、同一の制度・手続により全国的な公平性・統一性を確保する必要があるのは、都道府県
等が行う事業に係る仲裁（自治事務）だけでなく、国等が行う事業に係る仲裁（法定受託事務）も同
じであり、また、仲裁に係る事業を行うのが都道府県等か国等かに関わらず、土地収用法に定めら
れた制度・手続としての一体性・統一性を担保するため、委員の人数等を含め、仲裁に係る自治事
務の規律は、現行の法定受託事務の規律と同一のものとすることが適当である。
　また、仲裁は、土地譲渡の合意はあるが、補償額等に争いがある場合に、両当事者の仲裁合意
に基づき、収用委員会の収用裁決に代わるものとして、拘束力のある仲裁判断により補償額等を
決定するものであり、収用裁決手続に準じた形で、収用裁決の知見を有する収用委員がこれを行
うことが適当である。一方、両当事者間に土地譲渡を前提とした仲裁合意があり、争点が補償額等
に絞られていることなどを踏まえ、収用裁決手続より簡易な体制・手続で仲裁判断を行うこととする
が、手続・判断の適正と土地所有者等の権利保護を図るには、収用裁決同様、３分野（法律、経済
及び行政、下記（１）～（３）参照）にわたる知見が必要であることなどから、委員の人数を３人として
いる。

最終的な措置案

見直し状況 各府省回答見直し検討対象（下線部）分野 通番 法律名 条 項

【見直し状況凡例】

○：措置案どおり見直し

確認：地方自治体の判断により適切と認められる者を

幅広く任命・推薦できることを閣議決定で確認

△：一部実施

×：未実施

1



③職員等の資格・定数等

見直すべき箇所（赤字部分） 措置案

最終的な措置案

見直し状況 各府省回答見直し検討対象（下線部）分野 通番 法律名 条 項

【見直し状況凡例】

○：措置案どおり見直し

確認：地方自治体の判断により適切と認められる者を

幅広く任命・推薦できることを閣議決定で確認

△：一部実施

×：未実施

5 25 土地収用法 第52条 第1項
　（組織及び委員）
第五十二条　収用委員会は、委員七人をもつて組織する。

　（組織及び委員）
第五十二条　収用委員会は、委員七人をもつて組織する。

× ×

　収用裁決手続は、メルクマール（ⅰ、ア）においても示されているが、地方自治体が土地等に関す
る私有財産制度等の私法秩序の根幹となる制度に関わる事務を処理するものであるとともに、土
地収用による地方自治体の公権力行使に当たっての私人保護にかかわる準司法手続である。収
用裁決を行うのがどこの都道府県かに関わらず、収用対象となる土地の権利取得・喪失及びその
補償といった私的財産権に直接関わる事項の判断においては、同一の制度・手続により全国的な
公平性・統一性を確保する必要があり、委員の定員等を含め、国において基本的な枠組みを定め
る必要がある。
　なお、同一の制度・手続により全国的な公平性・統一性を確保する必要があるのは、都道府県等
が行う事業に係る収用裁決手続（自治事務）だけでなく、国等が行う事業に係る収用裁決手続（法
定受託事務）も同じであり、また、収用裁決手続に係る事業を行うのが都道府県等か国等かに関
わらず、土地収用法に定められた制度・手続としての一体性・統一性を担保するため、委員の定員
等を含め、収用裁決手続に係る自治事務の規律は、現行の法定受託事務の規律と同一のものと
することが適当である。
　また、収用委員会は、土地の権利取得・喪失及びその補償に関し、拘束力を有する収用裁決を
行う独立行政委員会であり、（１）準司法機関として、私法・公法の双方にわたる法律的な視点から
の知見及び判断、（２）土地建物、営業等の損失補償の適切な評価等に関する経済的な視点から
の知見及び判断、（３）公共事業の実施や公共用地の取得等に関する行政的な視点からの知見及
び判断が求められる。このため、収用委員については、（１）法律、（２）経済、（３）行政の各分野か
ら選任することとしている。その上で、それぞれの分野について広範にわたる知見が必要となること
を考慮し、専門的かつ多角的な視点を確保するとともに、収用裁決は土地所有者等の意に反して
もその権利の剥奪等を行うものであることも考慮し、公正かつ慎重な判断を行うため、各分野にお
いて異なる知見を有する者をそれぞれ複数名選任する必要があることなどから、会務を総理する
会長を含め、委員の人数を７人としている。

5 25 土地収用法 第52条 第2項
２　収用委員会には、就任の順位を定めて、二人以上の予備委員を置か
なければならない。

２　収用委員会には、就任の順位を定めて、二人以上の予
備委員を置かなければならない。

× ×

　予備委員制度を定める収用裁決手続は、メルクマール（ⅰ、ア）においても示されているが、地方
自治体が土地等に関する私有財産制度等の私法秩序の根幹となる制度に関わる事務を処理する
ものであるとともに、土地収用による地方自治体の公権力行使に当たっての私人保護にかかわる
準司法手続である。収用裁決を行うのがどこの都道府県かに関わらず、収用対象となる土地の権
利取得・喪失及びその補償といった私的財産権に直接関わる事項の判断においては、同一の制
度・手続により全国的な公正性・統一性を確保する必要があり、委員の人数等を含め、国において
基本的な枠組みを定める必要がある。
　なお、同一の制度・手続により全国的な公平性・統一性を確保する必要があるのは、都道府県等
が行う事業に係る収用裁決手続（自治事務）だけでなく、国等が行う事業に係る収用裁決手続（法
定受託事務）も同じであり、また、収用裁決手続に係る事業を行うのが都道府県等か国等かに関
わらず、土地収用法に定められた制度・手続としての一体性・統一性を担保する必要があり、委員
の人数等を含め、収用裁決手続に係る自治事務の規律は、現行の法定受託事務の規律と同一の
ものとすることが適当である。
　予備委員制度は、収用委員に欠員が生じたとき、新委員の人選、任命に至るまで、迅速に進めら
れるべき収用裁決手続が遅延することを避けるために設けられている。予備委員の数は、複数の
欠員が生じた場合も考慮し、安全の見地に立って２人以上としているが、実際に何名置くかは、各
都道府県の判断に任されており、各都道府県の実態に即して適切な数の選任ができる制度となっ
ている。

5 25 土地収用法 第52条 第3項
３　委員及び予備委員は、法律、経済又は行政に関してすぐれた経験と
知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちか
ら、都道府県の議会の同意を得て、都道府県知事が任命する。

３　委員及び予備委員は、法律、経済又は行政に関してす
ぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断を
することができる者のうちから、都道府県の議会の同意を
得て、都道府県知事が任命する。

× 確認

6 1 都市計画法 第78条 第2項 ２　開発審査会は、委員五人又は七人をもつて組織する。 ２　開発審査会は、委員五人又は七人をもつて組織する。 × ○

6 1 都市計画法 第78条 第3項
３　委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関しすぐ
れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる
者のうちから、都道府県知事又は指定都市等の長が任命する。

３　委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は
行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し
公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知
事又は指定都市等の長が任命する。

× 確認

6 4
密集市街地における防災街区の整備の促
進に関する法律

第187条 第3項
３　防災街区整備審査会は、五人から二十人までの範囲内において、施
行規程で定める数の委員をもって組織する。

３　防災街区整備審査会は、五人から二十人までの範囲
内において、施行規程で定める数の委員をもって組織す
る。

× ○

6 4
密集市街地における防災街区の整備の促
進に関する法律

第187条 第4項

４　防災街区整備審査会の委員は、次に掲げる者のうちから、地方公共
団体の長が任命する。
一　土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有
し、かつ、公正な判断をすることができる者
二　施行地区内の宅地の所有者又は借地権者

４　防災街区整備審査会の委員は、次に掲げる者のうちか
ら、地方公共団体の長が任命する。
一　土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知
識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者
二　施行地区内の宅地の所有者又は借地権者

《青字部分はq1により存置を許容》

×◆ 確認

6 15 新都市基盤整備法 第28条 第1項

　（評価員）
第二十八条　地方公共団体の長は、地方公共団体が施行する新都市基
盤整備事業ごとに、土地の評価について経験を有する者三人以上を、審
議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。

　（評価員）
第二十八条　地方公共団体の長は、地方公共団体が施行
する新都市基盤整備事業ごとに、土地の評価について経
験を有する者三人以上を、審議会の同意を得て、評価員に
選任しなければならない。

× ○

8 5 水防法 第8条 第3項 ３　都道府県水防協議会は、会長一人及び委員十五人以内で組織する。
３　都道府県水防協議会は、会長一人及び委員十五人以
内で組織する。

× ○

8 5 水防法 第33条 第3項
３　指定管理団体の水防協議会は、会長一人及び委員二十五人以内で
組織する。

３　指定管理団体の水防協議会は、会長一人及び委員二
十五人以内で組織する。

× ○

9 1 建築基準法 第79条 第1項
　（建築審査会の組織）
第七十九条　建築審査会は、委員五人又は七人をもつて、組織する。

　（建築審査会の組織）
第七十九条　建築審査会は、委員五人又は七人をもつて、
組織する。

× ○

2



③職員等の資格・定数等

見直すべき箇所（赤字部分） 措置案

最終的な措置案

見直し状況 各府省回答見直し検討対象（下線部）分野 通番 法律名 条 項

【見直し状況凡例】

○：措置案どおり見直し

確認：地方自治体の判断により適切と認められる者を

幅広く任命・推薦できることを閣議決定で確認

△：一部実施

×：未実施

9 4 建築士法 第29条 第1項
　（建築士審査会の組織）
第二十九条　中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会は、それぞ
れ委員十人以内をもつて組織する。

　（建築士審査会の組織）
第二十九条　中央建築士審査会及び都道府県建築士審
査会は、それぞれ委員十人以内をもつて組織する。

× ○

9 17
大都市地域における宅地開発及び鉄道整
備の一体的推進に関する特別措置法

第7条 第1項

　（協議会）
第七条　関係地方公共団体の長、同意基本計画に定める特定地域（以
下「同意特定地域」という。）において宅地開発事業を実施する者で国土
交通省令で定めるもの及び特定鉄道事業について鉄道事業法第三条第
一項の許可を受けた者（以下「特定鉄道事業者」という。）（同法第八条第
一項に規定する施設であって特定鉄道事業の用に供するもの（以下「特
定鉄道施設」という。）の建設につき、国土交通大臣が独立行政法人鉄
道建設・運輸施設整備支援機構法（平成十四年法律第百八十号）附則
第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団に対し、同法附
則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法
附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法（昭和三十九
年法律第三号）第二十二条第二項の指示をしている場合には、独立行政
法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を含む。次条及び第十三条にお
いて同じ。）は、同意基本計画に従い同意特定地域における宅地開発及
び特定鉄道事業を一体的かつ円滑に推進するために必要な協議を行う
ための協議会（以下「協議会」という。）を都府県の区域ごとに組織する。

　（協議会）
第七条　関係地方公共団体の長、同意基本計画に定める
特定地域（以下「同意特定地域」という。）において宅地開
発事業を実施する者で国土交通省令で定めるもの及び特
定鉄道事業について鉄道事業法第三条第一項の許可を受
けた者（以下「特定鉄道事業者」という。）（同法第八条第一
項に規定する施設であって特定鉄道事業の用に供するも
の（以下「特定鉄道施設」という。）の建設につき、国土交通
大臣が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
（平成十四年法律第百八十号）附則第二条第一項の規定
による解散前の日本鉄道建設公団に対し、同法附則第十
一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされ
る同法附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設
公団法（昭和三十九年法律第三号）第二十二条第二項の
指示をしている場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施
設整備支援機構を含む。次条及び第十三条において同
じ。）は、同意基本計画に従い同意特定地域における宅地
開発及び特定鉄道事業を一体的かつ円滑に推進するため
に必要な協議を行うための協議会（以下「協議会」という。）
を都府県の区域ごとに組織する。

《青字部分はq1により存置を許容》

◆ ◆

9 17
大都市地域における宅地開発及び鉄道整
備の一体的推進に関する特別措置法

第7条 第2項
２　前項の協議を行うための会議（次項において「会議」という。）は、前項
に規定する者又はその指名する職員をもって構成する。

２　前項の協議を行うための会議（次項において「会議」と
いう。）は、前項に規定する者又はその指名する職員をもっ
て構成する。

《青字部分はq1により存置を許容》

◆ ◆

9 24 建設業法 第25条の2 第1項
　（審査会の組織）
第二十五条の二　審査会は、委員十五人以内をもつて組織する。

　（審査会の組織）
第二十五条の二　審査会は、委員十五人以内をもつて組
織する。

× ○

9 24 建設業法
第25条の

19
第1項

　（仲裁）
第二十五条の十九　審査会による仲裁は、三人の仲裁委員がこれを行
う。

　（仲裁）
第二十五条の十九　審査会による仲裁は、三人の仲裁委
員がこれを行う。

× ×

建設工事は屋外・単品・受注生産であるため、資機材・労働力の調達状況や気象条件の変更など
により、請負契約当事者の責めによらない紛争が頻繁に発生することから、建設工事の円滑な施
工を図るためには、請負契約に伴う紛争を迅速かつ円滑に解決することが極めて重要である。
このため、建設業法では、仲裁委員の数、資格、選任手続等について、仲裁法の特例規定を設け
て、紛争解決手続の簡便・迅速性を制度的に担保しているところ。
仲裁法との具体的な違いは、委員の数は当事者の合意の有無に関わらず３名とすること、このうち
少なくとも１名は請負契約を始め関係法令の正確な知識に基づく適切な判断を行える弁護士資格
を有する者とすること、その選任についても当事者の合意の有無に関わらず審査会長の指名によ
ること、審査会の管轄も、原則、合意でなく紛争当事者の許可区分に応じて一義的に定められてい
ること、等であり、これらはいずれも、紛争当事者が紛争解決に向けた手続きや基本的枠組みに直
ちに合意することができないことを前提とした上で、簡便な手続きにより全国共通水準の紛争解決
を迅速に図るための根幹をなす要素であることから、現行どおり、法律上一律に定めておく必要が
あるものである。

9 24 建設業法
第25条の

19
第3項

３　仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法（昭和二十四年法律第二
百五号）第二章の規定により、弁護士となる資格を有する者でなければ
ならない。

３　仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法（昭和二十
四年法律第二百五号）第二章の規定により、弁護士となる
資格を有する者でなければならない。

× ×

建設工事は屋外・単品・受注生産であるため、資機材・労働力の調達状況や気象条件の変更など
により、請負契約当事者の責めによらない紛争が頻繁に発生することから、建設工事の円滑な施
工を図るためには、請負契約に伴う紛争を迅速かつ円滑に解決することが極めて重要である。
このため、建設業法では、仲裁委員の数、資格、選任手続等について、仲裁法の特例規定を設け
て、紛争解決手続の簡便・迅速性を制度的に担保しているところ。
仲裁法との具体的な違いは、委員の数は当事者の合意の有無に関わらず３名とすること、このうち
少なくとも１名は請負契約を始め関係法令の正確な知識に基づく適切な判断を行える弁護士資格
を有する者とすること、その選任についても当事者の合意の有無に関わらず審査会長の指名によ
ること、審査会の管轄も、原則、合意でなく紛争当事者の許可区分に応じて一義的に定められてい
ること、等であり、これらはいずれも、紛争当事者が紛争解決に向けた手続きや基本的枠組みに直
ちに合意することができないことを前提とした上で、簡便な手続きにより全国共通水準の紛争解決
を迅速に図るための根幹をなす要素であることから、現行どおり、法律上一律に定めておく必要が
あるものである。

10 1
地方教育行政の組織及び運営に関する法
律

第4条 第4項

４　地方公共団体の長は、第一項の規定による委員の任命に当たつて
は、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮すると
ともに、委員のうちに保護者（親権を行う者及び未成年後見人をいう。第
四十七条の五第二項において同じ。）である者が含まれるようにしなけれ
ばならない。

４　地方公共団体の長は、第一項の規定による委員の任
命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏り
が生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者
（親権を行う者及び未成年後見人をいう。第四十七条の五
第二項において同じ。）である者が含まれるようにしなけれ
ばならない。

《青字部分はq1により存置を許容》

◆ ◆

10 1
地方教育行政の組織及び運営に関する法
律

第19条 第4項

４　指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、
学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験があ
る者でなければならない。指導主事は、大学以外の公立学校（地方公共
団体が設置する学校をいう。以下同じ。）の教員（教育公務員特例法（昭
和二十四年法律第一号）第二条第二項に規定する教員をいう。以下同
じ。）をもつて充てることができる。

４　指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校におけ
る教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事
項について教養と経験がある者でなければならない。指導
主事は、大学以外の公立学校（地方公共団体が設置する
学校をいう。以下同じ。）の教員（教育公務員特例法（昭和
二十四年法律第一号）第二条第二項に規定する教員をい
う。以下同じ。）をもつて充てることができる。

× 確認

10 6 私立学校法 第10条 第1項
　（委員）
第十条　私立学校審議会は、十人以上二十人以内において都道府県知
事の定める員数の委員をもつて、組織する。

　（委員）
第十条　私立学校審議会は、十人以上二十人以内におい
て都道府県知事の定める員数の委員をもつて、組織する。

× ○

10 6 私立学校法 第10条 第2項
２　委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が
任命する。

２　委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、都
道府県知事が任命する。

× 確認

10 12
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置
に関する法律

第11条 第3項
３　選定審議会は、二十人以内において条例で定める人数の委員で組織
する。

３　選定審議会は、二十人以内において条例で定める人数
の委員で組織する。

× ○

3



③職員等の資格・定数等

見直すべき箇所（赤字部分） 措置案

最終的な措置案

見直し状況 各府省回答見直し検討対象（下線部）分野 通番 法律名 条 項

【見直し状況凡例】

○：措置案どおり見直し

確認：地方自治体の判断により適切と認められる者を

幅広く任命・推薦できることを閣議決定で確認

△：一部実施

×：未実施

10 14 社会教育法 第15条 第2項
２　社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向
上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員
会が委嘱する。

２　社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、
家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験の
ある者の中から、教育委員会が委嘱する。

× ○

12 1 農業委員会等に関する法律 第12条

　（選任による委員）
第十二条　市町村長は、選挙による委員のほか、次の各号に掲げる者を
委員として選任しなければならない。
一　農林水産省令で定める農業協同組合、農業共済組合及び土地改良
区がそれぞれ推薦した理事（経営管理委員を置く農業協同組合にあつて
は、理事又は経営管理委員）又は組合員各一人
二　当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につ
き学識経験を有する者四人（条例でこれより少ない人数を定めている場
合にあつては、その人数）以内

　（選任による委員）
第十二条　市町村長は、選挙による委員のほか、次の各
号に掲げる者を委員として選任しなければならない。
一　農林水産省令で定める農業協同組合、農業共済組合
及び土地改良区がそれぞれ推薦した理事（経営管理委員
を置く農業協同組合にあつては、理事又は経営管理委員）
又は組合員各一人
二　当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属
する事項につき学識経験を有する者四人（条例でこれより
少ない人数を定めている場合にあつては、その人数）以内

《青字部分はq1、q2により存置を許容》

×◆ 確認

13 5 森林法 第70条 第1項
　（組織）
第七十条　都道府県森林審議会は、委員十五人以内で組織する。

　（組織）
第七十条　都道府県森林審議会は、委員十五人以内で組
織する。

× ○

14 1 漁業法 第85条 第3項

３　委員は、左に掲げる者をもつて充てる。
一　次条の規定により選挙権を有する者が同条の規定により被選挙権を
有する者につき選挙した者九人（農林水産大臣が指定する海区に設置さ
れる海区漁業調整委員会にあつては、六人）
二　学識経験がある者の中から都道府県知事が選任した者四人（前号に
規定する海区漁業調整委員会にあつては、三人）及び海区内の公益を
代表すると認められる者の中から都道府県知事が選任した者二人（前号
に規定する海区漁業調整委員会にあつては、一人）

３　委員は、左に掲げる者をもつて充てる。
一　次条の規定により選挙権を有する者が同条の規定に
より被選挙権を有する者につき選挙した者九人（農林水産
大臣が指定する海区に設置される海区漁業調整委員会に
あつては、六人）
二　学識経験がある者の中から都道府県知事が選任した
者四人（前号に規定する海区漁業調整委員会にあつて
は、三人）及び海区内の公益を代表すると認められる者の
中から都道府県知事が選任した者二人（前号に規定する
海区漁業調整委員会にあつては、一人）

（※　第２号で選任する者を６人（第１号に規定する海区漁
業調整委員会にあっては、４人）とすることは許容する。）

《青字部分はp1、p2により存置を許容》

×◆ ○

17 3
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律

第26条 第2項

２　協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一　基本構想を作成しようとする市町村
二　関係する施設設置管理者、公安委員会その他基本構想に定めようと
する特定事業その他の事業を実施すると見込まれる者
三　高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該市町村が必要と認め
る者

２　協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一　基本構想を作成しようとする市町村
二　関係する施設設置管理者、公安委員会その他基本構
想に定めようとする特定事業その他の事業を実施すると見
込まれる者
三　高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該市町村
が必要と認める者

（※　第３号は、今回の調査の対象外）

《青字部分はq1により存置を許容》

◆ ◆

17 4
地域公共交通の活性化及び再生に関する
法律

第6条 第2項

２　協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一　地域公共交通総合連携計画を作成しようとする市町村
二　関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域
公共交通総合連携計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者
三　関係する公安委員会及び地域公共交通の利用者、学識経験者その
他の当該市町村が必要と認める者

２　協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一　地域公共交通総合連携計画を作成しようとする市町村
二　関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理
者その他地域公共交通総合連携計画に定めようとする事
業を実施すると見込まれる者
三　関係する公安委員会及び地域公共交通の利用者、学
識経験者その他の当該市町村が必要と認める者

（※　第３号は、今回の調査の対象外）

《青字部分はq1により存置を許容》

◆ ◆

17 8 港湾法 第16条 第3項
３　前二項の委員は、港湾に関し十分な知識と経験を有する者又は声望
のある者のうちから、港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方
公共団体の議会の同意を得て任命する。

３　前二項の委員は、港湾に関し十分な知識と経験を有す
る者又は声望のある者のうちから、港務局を組織する地方
公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て
任命する。

× 確認

第3項第187条森林法513

１　林業普及指導事業は、都道府県に置かれた林業普及指導員が試験研究機関と密接な連携を
保ち、専門事項の調査研究を行うとともに森林所有者等に対し林業技術・知識の普及や森林施業
の指導を行い、林業技術の改善、林業経営の合理化、森林の整備等を促進し、もって森林の有す
る多面的機能の発揮と林業の持続的かつ健全な発展に資することを目的としたものである。
２　この事業を通じて、都道府県は適切な森林の整備・保全や木材利用の拡大に向けて地域課題
の解決を図るとともに、国としても国際約束である森林吸収による温室効果ガス削減目標（京都議
定書）の達成や、国内木材自給率50％以上といった目標を掲げて新成長戦略に位置づけられてい
る国家プロジェクト（森林・林業再生プラン）の推進、広域にわたる森林被害のまん延防止等を実施
しているところであり、いわば国と都道府県の協同による事業としての性格を持つものである。この
ような林業普及指導員の役割については、本年４月、与野党全会一致で成立した森林法改正で林
業普及指導員の事務の拡充が行われるなど、今後の森林・林業行政の展開に当たってその重要
性が一層高まっているところである。
３　また、このような国と都道府県の協同事業としての性格を踏まえて、森林法では林業普及指導
員の設置や活動に係る経費を国から都道府県に交付金を交付することが規定されている（第
194195条）。
４　このように、林業普及指導員の任用に当たっては、単に都道府県職員としての資質のみなら
ず、国策推進上の観点からも一定水準の資質・能力を確保することが必要不可欠であり、これを担
保する措置として、任用資格に係る規定を存置する必要がある。
５　また、本規定は、次の２次勧告のメルクマールに該当するものである。
　【ⅳ　地方自治体相互間又は地方自治体と国その他の機関との協力に係る事務であって、全国
的に統一して定めることが必要　とされる場合】
　森林法は森林法の一部を改正する法律（平成23年法律第20号）により改正され、平成24年4月よ
り、林業普及指導員は、市町村が市町村森林整備計画の作成及びその達成のため、都道府県知
事に技術的援助その他必要な協力を求めた際、これに応じて行う協力のうち専門的な技術及び知
識を必要とする事項に係るものを行うこととされている。
　森林法に基づき森林の保続培養及び森林生産力の増進を図ることで、全国の森林資源の総量
の安定的な管理を目指して全国森林計画が進められているが、この計画の達成には、これに即し
て定められる地域森林計画に適合して定められる市町村森林整備計画の達成が不可欠である。
一方、全国森林計画の考えを具体化し、間伐や造林の標準的な方法や、森林の有する公益的機
能の維持増進を特に図るための森林施業を行うべき具体的な区域及びその施業方法などを定め
ることとなる市町村森林整備計画の作成及びその達成には、極めて高度な技術的知見を要するこ
ととなることから、市町村は都道府県知事又は関係森林管理局長に必要な協力を求めることができ
ることとされている。
　このような規定の趣旨からすれば、林業普及指導員が行う専門的な技術及び知識が必要な協力
の内容は全国の森林資源の総量管理を目指す全国森林計画の達成に資するものでなければなら
ず、このような協力内容を確保するためには林業普及指導員が、一定水準の能力を有していること
が必要である。
　このため林業普及指導員は、国が行う林業普及指導員資格試験に合格した者等でなければなら
ないこととしているものであり、本事務は「地方自治体相互間又は地方自治体と国その他の機関と
の協力に係る事務であって、全国的に統一して定めることが必要とされる場合」に該当する。
　また、本事務は、メルクマールにおける以下の細分類に該当する。
　　〔ｂ　全国的な総量規制・管理のために必要な仕組みを設定しているもの〕
　上述のように、本事務は全国の森林資源の総量管理を目指す全国森林計画の達成のために行
われるものであり「全国的な総量規制・管理のために必要な仕組みを設定しているもの」である。
　　【ⅵ　広域的な被害のまん延を防止するための事務であって、全国的に統一して定めることが必
要とされる場合】
　森林は適切な施業を行っていても、森林病害虫による立木の枯死が大量に生じれば、森林の保
続に甚大な被害が生ずることとなる。松枯れなどその対策が明らかになっているもの以外にも、全
国的に拡がりつつあるナラ枯れなど、原因となる病害虫は明らかになっているもののその対策が技
術的に研究途上にあるものもあり、現在拡大しつつある。このような広域的な被害のまん延を防止
するためには、このような研究にも対応可能な一定水準を有する都道府県の林業普及指導員が試
験研究機関とも密接な連絡を保って具体の対策について調査研究を行うとともに、その研究結果を
森林施業の指導等を通じて都道府県内において実践する取組を全国的に統一して対応することが
必要である。
　このような観点から、林業普及指導員は、試験研究機関と密接な連絡を保ち、専門事項の調査
研究を行うこととされ、また、国は当該事務の実施について交付金を交付することとされているので
あって、このような規定の趣旨からすれば、林業普及指導員は、適切な調査研究の結果が期待で
き、国が交付金を交付するに足りる一定水準の能力を有していることが必要である。
　このため、林業普及指導員は、国が行う林業普及指導員資格試験に合格した者等でなければな
らないこととしているものであり、本事務は「広域的な被害のまん延を防止するための事務であっ
て、全国的に統一して定めることが必要とされる場合」に該当する。
　上記のとおり、当該条項は２次勧告メルクマールに該当し、存置する必要がある。

××

３　農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行
う林業普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定
める資格を有する者でなければ、林業普及指導員に任用さ
れることができない。

３　農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う林業普及指
導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなけ
れば、林業普及指導員に任用されることができない。
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③職員等の資格・定数等

見直すべき箇所（赤字部分） 措置案

最終的な措置案

見直し状況 各府省回答見直し検討対象（下線部）分野 通番 法律名 条 項

【見直し状況凡例】

○：措置案どおり見直し

確認：地方自治体の判断により適切と認められる者を

幅広く任命・推薦できることを閣議決定で確認

△：一部実施

×：未実施

18 2 労働関係調整法 第31条
第三十一条　労働委員会による労働争議の仲裁は、仲裁委員三人から
成る仲裁委員会を設け、これによつて行ふ。

第三十一条　労働委員会による労働争議の仲裁は、仲裁
委員三人から成る仲裁委員会を設け、これによつて行ふ。

× ○

19 12 動物の愛護及び管理に関する法律 第34条 第2項
２　動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であつて獣医師等
動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充
てる。

２　動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であ
つて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な
知識を有するものをもつて充てる。

× 確認

19 31 公害健康被害の補償等に関する法律 第45条 第1項
　（組織等）
第四十五条　公害健康被害認定審査会は、委員十五人以内で組織す
る。

　（組織等）
第四十五条　公害健康被害認定審査会は、委員十五人以
内で組織する。

× ○

20 2 健康増進法 第19条 第1項

　（栄養指導員）
第十九条　都道府県知事は、前条第一項に規定する業務（同項第一号
及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。）を
行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を
設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとす
る。

　（栄養指導員）
第十九条　都道府県知事は、前条第一項に規定する業務
（同項第一号及び第三号に掲げる業務については、栄養指
導に係るものに限る。）を行う者として、医師又は管理栄養
士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特
別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。

× ×

栄養指導員は、専門的な栄養指導により、地域住民の健康保持や健康危機の回避に重要な役割
を果たしており、十分な資質が確保されている必要があるが、今回の措置が講じられた場合には、
その確保が困難となるおそれがある。また、今回の東日本大震災では、厳しい食事状況にあった
避難所等において、高度な専門的知識に基づく食事状況の評価を行い、より適切な食事提供体制
の確保や栄養相談を通じ個別の指導などを実施し、被災地における栄養改善に極めて重要な役割
を果たしたことから、高度な専門性が不可欠あり、資格要件を緩和することはできない。さらに、栄
養指導員が不足していることはなく、資格要件を緩和する必要もない。

20 6
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関
する法律

第39条 第1項

　（食鳥検査等を実施する職員）
第三十九条　食鳥検査の事務、第二十条及び前条第一項に規定する都
道府県の職員の職務並びに食鳥処理に関する指導の職務は、食品衛生
監視員、と畜検査員その他厚生労働省令で定める職員であって政令で
定める資格を有するもののうちからあらかじめ都道府県知事が指定する
者が行う。

　（食鳥検査等を実施する職員）
第三十九条　食鳥検査の事務、第二十条及び前条第一項
に規定する都道府県の職員の職務並びに食鳥処理に関す
る指導の職務は、食品衛生監視員、と畜検査員その他厚
生労働省令で定める職員であって政令で定める資格を有
するもののうちからあらかじめ都道府県知事が指定する者
が行う。

× ×

　食鳥検査の目的は、家きんの疾病の有無を判断するものであるため、その判断ができるものとし
て獣医師の資格を規定している。
　食鳥肉は全国に流通し、国民の健康に直接影響を与えうるものであることから、安全な食鳥肉の
供給体制を確保する必要があるという観点、また、食鳥処理場において高病原性鳥インフルエンザ
等に罹患した家きんが発見された場合にその診断をし、疾病の蔓延を防止するという観点からも、
食鳥検査員が獣医師である必要がある。
　さらに、現在、輸入する食肉については相手国に獣医師による検査を求めているが、法律上の資
格要件を撤廃した場合にはそのような要求も困難となることから、輸入される食肉の安全性も確保
されなくなるおそれがある。
　以上の点から、食鳥検査を実施する職員の資格要件として獣医師を求めることについては必要
最低限であり、獣医師以外に適切と認められる者は想定できない。食鳥肉に起因する衛生上の危
害の発生を防止し、国民の健康を図る目的からも、資格規定は不可欠である。

20 8
感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律

第24条 第5項

５　委員は、感染症指定医療機関の医師、感染症の患者の医療に関し学
識経験を有する者（感染症指定医療機関の医師を除く。）、法律に関し学
識経験を有する者並びに医療及び法律以外の学識経験を有する者のう
ちから、都道府県知事が任命する。ただし、その過半数は、医師のうちか
ら任命しなければならない。

５　委員は、感染症指定医療機関の医師、感染症の患者
の医療に関し学識経験を有する者（感染症指定医療機関
の医師を除く。）、法律に関し学識経験を有する者並びに医
療及び法律以外の学識経験を有する者のうちから、都道
府県知事が任命する。ただし、その過半数は、医師のうち
から任命しなければならない。

× 確認

20 11 狂犬病予防法 第3条 第1項
　（狂犬病予防員）
第三条　都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののう
ちから狂犬病予防員（以下「予防員」という。）を任命しなければならない。

　（狂犬病予防員）
第三条　都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師
であるもののうちから狂犬病予防員（以下「予防員」とい
う。）を任命しなければならない。

× ×

近年、狂犬病は中国をはじめとする近隣諸国で多く発生しており、また疾病の重篤性を考えると、
万が一の狂犬病侵入時の対応に万全を期す必要があることから、狂犬病予防員は極めて重要な
役割を果たすと考えられる。
狂犬病予防員は、隔離・抑留した動物の状態をみて狂犬病の判断をくだすなど、獣医学の知識が
必須であることから、獣医師であることの見直しは極めて困難である。
なお、具体的な職務経験、年数等に関しては、現行においても地方自治体の判断により適切と認め
られる者を任命できるものとなっている。

20 46
精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律

第13条 第1項

　（委員）
第十三条　精神医療審査会の委員は、精神障害者の医療に関し学識経
験を有する者（第十八条第一項に規定する精神保健指定医である者に
限る。）、法律に関し学識経験を有する者及びその他の学識経験を有す
る者のうちから、都道府県知事が任命する。

　（委員）
第十三条　精神医療審査会の委員は、精神障害者の医療
に関し学識経験を有する者（第十八条第一項に規定する精
神保健指定医である者に限る。）、法律に関し学識経験を
有する者及びその他の学識経験を有する者のうちから、都
道府県知事が任命する。

× 確認

20 46
精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律

第14条 第1項
　（審査の案件の取扱い）
第十四条　精神医療審査会は、その指名する委員五人をもつて構成する
合議体で、審査の案件を取り扱う。

　（審査の案件の取扱い）
第十四条　精神医療審査会は、その指名する委員五人を
もつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。

× ×

○　合議体の構成については、審査が入院患者の入院継続の必要性の有無又は処遇の適否に関するもので
あり、そのいずれも患者本人の症状に応じて主として医学的判断に基づきなされるものであるから医療委員を
2名以上とし、また、人権保護の徹底を図る観点から法律家委員と有識者委員を各1名以上とした上で全体を5
名としており、それにより適正な審査を確保するため万全を期しているものである。
精神保健福祉法においては、必要な医療の提供のみならず精神疾患患者の人権を保護する観点から、非自
発的入院の手続を一律に定めているが、当該入院の適正性などを判断する精神医療審査会の委員について
も、患者の人権保護の観点から国が一律に定める必要がある。

○　精神医療審査会の合議体の構成については、審査会の扱う案件が本人の意思に反する強制入院であり、
人権保護の観点を含めた適切な審査を行うことのできる構成とすることが必要である。このため、精神科病院
に入院中の患者に対する医療及び保護の必要性並びに人権保護の必要性について利害関係を代表する者
が対等に議論できるよう、医療の必要性を判断する医療委員を２名以上、人権を尊重する観点から法手続に
問題がないか確認する法律家委員１名以上、総合的な判断を行うことのできる有識者委員１名以上の合計５
名としている。合計人数についても迅速な審査を行うことができるよう考慮したものである。このように構成され
る精神医療審査会の合議体の委員の数については、「関係者の利害を調整する機関において、具体的な利害
関係者から選任しなければならない者の数」といえることから、本条は措置方針の記号ｑ２に該当するものであ
る。なお、措置入院患者の定期病状報告、精神科病院に入院中の者等からの退院請求又は処遇改善請求の
処理については法定受託事務とされているところであり、都道府県間で異なる取扱いがなされるのはこの観点
からも望ましくない。

○　昭和６２年の精神医療審査会創設時、委員数は５人以上１５人以下としていたが、地域における精神病床
数等の実情に対応した迅速かつ適正な審査を実施できるよう、平成１１年の改正において委員数の規定を５人
としたものである。この５人の内訳は、医療委員３人、法律家委員１人、有識者委員１人であったが、平成１７年
改正において、審査事務の増大等を踏まえ、都道府県の裁量を拡大する観点から、合議体を構成する５人の
委員を、医療委員２人、法律家委員１人、有識者委員１人、いずれかの区分から１人という形で定めることがで
きることとした。この内訳については、精神医療審査会において行われる審査は、入院患者の入院継続の必
要性の有無、処遇の適否に関するものであり、そのいずれも患者本人の症状に応じて主として医学的な判断
に基づきなされるものであることから医療委員を２人必要としており、一方、医療委員の意見に偏ることなく、人
権確保の徹底を図る観点で審査の適正に万全を期すため、法律家委員と有識者委員１人ずつの合計２人を必
要としているものである。この観点からすると、現行の５人というのは迅速かつ適正な審査を実施するのに適
切な構成となっている。精神医療審査会の行う退院請求や処遇改善請求の審査については、精神保健福祉
法上の人権救済手続として、当事者をはじめとする関係者からもその手続については重要視されているところ
である。例えば、都道府県の裁量で医療委員が大半を占める構成となった場合など、適切な審査が確保でき
ない体制であり非自発的入院という人権保護の必要性が高い精神保健福祉法の趣旨に反するとして、人権問
題に発展する可能性がある。他、現行制度における委員構成の必要性や、q2への該当性については、前回及
び前々回に述べた理由のとおりである。

20 46
精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律

第14条 第2項

２　合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当
該各号に定める員数以上とする。
一　精神障害者の医療に関し学識経験を有する者　二
二　法律に関し学識経験を有する者　一
三　その他の学識経験を有する者　一

２　合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、そ
の員数は、当該各号に定める員数以上とする。
一　精神障害者の医療に関し学識経験を有する者　二
二　法律に関し学識経験を有する者　一
三　その他の学識経験を有する者　一

× ×

○　合議体の構成については、審査が入院患者の入院継続の必要性の有無又は処遇の適否に関するもので
あり、そのいずれも患者本人の症状に応じて主として医学的判断に基づきなされるものであるから医療委員を
2名以上とし、また、人権保護の徹底を図る観点から法律家委員と有識者委員を各1名以上とした上で全体を5
名としており、それにより適正な審査を確保するため万全を期しているものである。
精神保健福祉法においては、必要な医療の提供のみならず精神疾患患者の人権を保護する観点から、非自
発的入院の手続を一律に定めているが、当該入院の適正性などを判断する精神医療審査会の委員について
も、患者の人権保護の観点から国が一律に定める必要がある。

○　精神医療審査会の合議体の構成については、審査会の扱う案件が本人の意思に反する強制入院であり、
人権保護の観点を含めた適切な審査を行うことのできる構成とすることが必要である。このため精神科病院に
入院中の患者に対する医療及び保護の必要性並びに人権保護の必要性について利害関係を代表する者が
対等に議論できるよう、全体５名の構成員のうち、医療の必要性を判断する医療委員を２名以上、人権を尊重
する観点から法手続に問題がないか確認する法律家委員１名以上、総合的な判断を行うことのできる有識者
委員１名以上の合計５名としている。このように構成される精神医療審査会の合議体の委員の数については、
「関係者の利害を調整する機関において、具体的な利害関係者から選任しなければならない者の数」といえる
ことから、本条は措置方針の記号ｑ２に該当するものである。なお、措置入院患者の定期病状報告、精神科病
院に入院中の者等からの退院請求又は処遇改善請求の処理については法定受託事務とされているところで
あり、都道府県間で異なる取扱いがなされるのはこの観点からも望ましくない。

○　昭和６２年の精神医療審査会創設時、委員数は５人以上１５人以下としていたが、地域における精神病床
数等の実情に対応した迅速かつ適正な審査を実施できるよう、平成１１年の改正において委員数の規定を５人
としたものである。この５人の内訳は、医療委員３人、法律家委員１人、有識者委員１人であったが、平成１７年
改正において、審査事務の増大等を踏まえ、都道府県の裁量を拡大する観点から、合議体を構成する５人の
委員を、医療委員２人、法律家委員１人、有識者委員１人、いずれかの区分から１人という形で定めることがで
きることとした。この内訳については、精神医療審査会において行われる審査は、入院患者の入院継続の必
要性の有無、処遇の適否に関するものであり、そのいずれも患者本人の症状に応じて主として医学的な判断
に基づきなされるものであることから医療委員を２人必要としており、一方、医療委員の意見に偏ることなく、人
権確保の徹底を図る観点で審査の適正に万全を期すため、法律家委員と有識者委員１人ずつの合計２人を必
要としているものであり、現行の合議体の構成には合理的な理由がある。精神医療審査会の行う退院請求や
処遇改善請求の審査については、精神保健福祉法上の人権救済手続として、当事者をはじめとする関係者か
らもその手続については重要視されているところである。例えば、都道府県の裁量で医療委員が大半を占める
構成となった場合など、適切な審査が確保できない体制であり非自発的入院という人権保護の必要性が高い
精神保健福祉法の趣旨に反するとして、人権問題に発展する可能性がある。他、現行制度における委員構成
の必要性や、q2への該当性については、前回及び前々回に述べた理由のとおりである。なお、実際の審査に
当たっては、政令により、医療委員、法律家委員及び有識者委員各１人が出席すれば議決が可能となってい
る。
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③職員等の資格・定数等

見直すべき箇所（赤字部分） 措置案

最終的な措置案

見直し状況 各府省回答見直し検討対象（下線部）分野 通番 法律名 条 項

【見直し状況凡例】

○：措置案どおり見直し

確認：地方自治体の判断により適切と認められる者を

幅広く任命・推薦できることを閣議決定で確認

△：一部実施

×：未実施

20 46
精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律

第48条 第2項
２　精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格
を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。

２　精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令
で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市
町村長が任命する。

× 確認

20 54 麻薬及び向精神薬取締法
第58条の

13
第3項 ３　麻薬中毒審査会は、委員五人をもつて組織する。 ３　麻薬中毒審査会は、委員五人をもつて組織する。 × ○

20 54 麻薬及び向精神薬取締法
第58条の

13
第4項

４　委員は、法律又は麻薬中毒者の医療に関し学識経験を有する者のう
ちから、都道府県知事が任命する。

４　委員は、法律又は麻薬中毒者の医療に関し学識経験を
有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

× 確認

20 54 麻薬及び向精神薬取締法
第58条の

18
第3項

３　第一項の職員は、非常勤とし、社会的信望があり、かつ、前項に規定
する職務を行なうに必要な熱意と識見をもつている者のうちから、都道府
県知事が任命する。

３　第一項の職員は、非常勤とし、社会的信望があり、か
つ、前項に規定する職務を行なうに必要な熱意と識見をも
つている者のうちから、都道府県知事が任命する。

× 確認

21 1 社会福祉法 第8条 第1項
　（組織）
第八条　地方社会福祉審議会は、委員三十五人以内で組織する。

　（組織）
第八条　地方社会福祉審議会は、委員三十五人以内で組
織する。

× ○

21 1 社会福祉法 第9条

　（委員）
第九条　地方社会福祉審議会の委員及び臨時委員は、都道府県又は指
定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び
学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核
市の長が任命する。

　（委員）
第九条　地方社会福祉審議会の委員及び臨時委員は、都
道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会
福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、
都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命す
る。

× 確認

21 1 社会福祉法 第15条 第6項
６　第一項第一号及び第二号の所員は、社会福祉主事でなければならな
い。

６　第一項第一号及び第二号の所員は、社会福祉主事で
なければならない。

× ×

○福祉の第一線を担う社会福祉主事については、社会福祉に関する基礎的知識及び技能を有す
る必要があり、地域によってその専門性にばらつきがあってはならないこと、福祉サービスを供給
する各種制度の見直しに伴い、より専門性の高い人材の確保が求められていることから、最低限
の基準を国が設ける点には合理性がある。
　また、社会福祉主事は、当該基準を満たした者から、地方自治体の責任と権限で任用するもので
あり、これにより適切な者が選任されているものである。

21 1 社会福祉法 第19条 第1項

　（資格等）
第十九条　社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関で
ある職員とし、年齢二十年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円
熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当
するもののうちから任用しなければならない。
一　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学、旧大学
令（大正七年勅令第三百八十八号）に基づく大学、旧高等学校令（大正
七年勅令第三百八十九号）に基づく高等学校又は旧専門学校令（明治
三十六年勅令第六十一号）に基づく専門学校において、厚生労働大臣の
指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
二　厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
三　社会福祉士
四　厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
五　前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として
厚生労働省令で定めるもの

　（資格等）
第十九条　社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長
の補助機関である職員とし、年齢二十年以上の者であつ
て、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意
があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうち
から任用しなければならない。
一　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく
大学、旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）に基づく
大学、旧高等学校令（大正七年勅令第三百八十九号）に基
づく高等学校又は旧専門学校令（明治三十六年勅令第六
十一号）に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定
する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
二　厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程
を修了した者
三　社会福祉士
四　厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に
合格した者
五　前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めら
れる者として厚生労働省令で定めるもの

× ×

○福祉の第一線を担う社会福祉主事については、社会福祉に関する基礎的知識及び技能を有す
る必要があり、地域によってその専門性にばらつきがあってはならないこと、福祉サービスを供給
する各種制度の見直しに伴い、より専門性の高い人材の確保が求められていることから、最低限
の基準を国が設ける点には合理性がある。
　また、社会福祉主事は、当該基準を満たした者から、地方自治体の責任と権限で任用するもので
あり、これにより適切な者が選任されているものである。

21 1 社会福祉法 第109条 第5項
５　関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協
議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えて
はならない。

５　関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地
区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員
の総数の五分の一を超えてはならない。

《青字部分はq1により存置を許容》

◆ ◆

21 3 民生委員法 第4条
第四条　民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道
府県知事が、前条の区域ごとに、その区域を管轄する市町村長（特別区
の区長を含む。以下同じ。）の意見をきいて、これを定める。

第四条　民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準
に従い、都道府県知事が、前条の区域ごとに、その区域を
管轄する市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）の
意見をきいて、これを定める。

× ○

21 3 民生委員法 第6条 第1項

第六条　民生委員推薦会が、民生委員を推薦するに当つては、当該市
町村の議会（特別区の議会を含む。以下同じ。）の議員の選挙権を有す
る者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増
進に熱意のある者であつて児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四
号）の児童委員としても、適当である者について、これを行わなければな
らない。

第六条　民生委員推薦会が、民生委員を推薦するに当つ
ては、当該市町村の議会（特別区の議会を含む。以下同
じ。）の議員の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広
く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある
者であつて児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四
号）の児童委員としても、適当である者について、これを行
わなければならない。

× 確認

21 3 民生委員法 第8条 第2項

２　委員は、当該市町村の区域の実情に通ずる者であつて、次の各号に
掲げるもののうちから、それぞれ二人以内を市町村長が委嘱する。
一　市町村の議会の議員
二　民生委員
三　社会福祉事業の実施に関係のある者
四　市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
五　教育に関係のある者
六　関係行政機関の職員
七　学識経験のある者

２　委員は、当該市町村の区域の実情に通ずる者であつ
て、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ二人以内
を市町村長が委嘱する。
一　市町村の議会の議員
二　民生委員
三　社会福祉事業の実施に関係のある者
四　市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表
者
五　教育に関係のある者
六　関係行政機関の職員
七　学識経験のある者

× ○

21 6 児童福祉法 第9条 第1項 第九条　児童福祉審議会は、委員二十人以内で、これを組織する。
第九条　児童福祉審議会は、委員二十人以内で、これを組
織する。

× ○

6



③職員等の資格・定数等

見直すべき箇所（赤字部分） 措置案

最終的な措置案

見直し状況 各府省回答見直し検討対象（下線部）分野 通番 法律名 条 項

【見直し状況凡例】

○：措置案どおり見直し

確認：地方自治体の判断により適切と認められる者を

幅広く任命・推薦できることを閣議決定で確認

△：一部実施

×：未実施

21 6 児童福祉法 第12条の3 第2項

②　所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一　医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
二　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学又は旧大
学令（大正七年勅令第三百八十八号）に基づく大学において、心理学を
専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
三　社会福祉士
四　児童の福祉に関する事務をつかさどる職員（以下「児童福祉司」とい
う。）として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年
以上所員として勤務した者
五　前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつ
て、厚生労働省令で定めるもの

②　所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなけれ
ばならない。
一　医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
二　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく
大学又は旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）に基
づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当
する課程を修めて卒業した者
三　社会福祉士
四　児童の福祉に関する事務をつかさどる職員（以下「児
童福祉司」という。）として二年以上勤務した者又は児童福
祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
五　前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めら
れる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

× △

・ 児童相談所長については、民間の児童虐待防止対策等に取り組むNPO法人や社会福祉法人の
責任者等の専門性を有する外部有識者などで、児童福祉に関する実務等に携わってきた者につい
ても対象に追加することを検討し、平成23年度中に省令の改正を行うこととしている。
・ なお、 児童相談所長は、子どもを守る最後の砦として、一時保護や親子分離といった強力な行
政権限が与えられた行政機関である児童相談所の責任者であり、その判断を誤れば、子どもの命
を奪うことにもつながりかねない極めて重大な職責を担っていること、また、児童の最善の利益を担
保する上で、児童相談所の児童に対する処遇等に係る専門性について、一定の水準・質を維持す
る必要があることから、児童相談所長の任命については、全国一律の基準とする必要があるため、
当該規定を廃止、又は条例へ委任することは困難である。
・ また、現在でも、同等以上の能力を有すると認められる者として、児童福祉司として２年間勤務し
た者なども登用できることとなっている。

21 6 児童福祉法 第12条の3 第4項
④　判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者又はこ
れに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者又はこれに準
ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。

④　判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当
する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号
に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞ
れ一人以上含まれなければならない。

× ×

・ 判定をつかさどる所員は、児童の精神および身体に関する医学的および心理学的立場による専
門的判断が不可欠であるため、一定の水準・質を維持し、全国一律の基準とする必要があるため、
当該規定を廃止、又は条例へ委任することは困難である。
・ なお、判定をつかさどる所員に、本項に規定する職員が含まれていればよいものであり、他の職
員については義務付け・枠付けをしていない。

21 6 児童福祉法 第12条の3 第5項
⑤　相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者
でなければならない。

⑤　相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資
格を有する者でなければならない。

× ×
・ 相談及び調査をつかさどる所員については、児童福祉司と同様の職務を行うものであることか
ら、児童福祉司と同様の資格を有している必要があり、一定の水準・質を維持する必要があり、全
国一律の基準とする必要があるため、当該規定を廃止、又は条例へ委任することは困難である。

21 6 児童福祉法 第13条 第2項

②　児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号
のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
一　厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員
を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する
講習会の課程を修了した者
二　学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理
学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を
修めて卒業した者であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以
上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援
助を行う業務に従事したもの
三　医師
三の二　社会福祉士
四　社会福祉主事として、二年以上児童福祉事業に従事した者
五　前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつ
て、厚生労働省令で定めるもの

②　児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員
とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用
しなければならない。
一　厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福
祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又
は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者
二　学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学に
おいて、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又
はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、厚
生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の
者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を
行う業務に従事したもの
三　医師
三の二　社会福祉士
四　社会福祉主事として、二年以上児童福祉事業に従事し
た者
五　前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めら
れる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

× ×

・ 児童福祉司は、「児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項につ
いて、相談に応じ、専門的技術に基いて必要な指導を行う」こと等を職務としており（法第13条第3
項）、また、指導措置を行う（法第27条第1項第2号）権限を有しているため、こうした職務を適切に行
うためには、児童の福祉の増進や児童の最善の利益を担保する観点から、その専門性について、
一定の水準・質を維持し、全国一律の基準とする必要があるため、当該規定を廃止、又は条例へ
委任することは困難である。

21 14 介護保険法 第185条 第1項

　（組織）
第百八十五条　保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、
その定数は、当該各号に定める数とする。
一　被保険者を代表する委員　三人
二　市町村を代表する委員　三人
三　公益を代表する委員　三人以上であって政令で定める基準に従い条
例で定める員数

　（組織）
第百八十五条　保険審査会は、次の各号に掲げる委員を
もって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。
一　被保険者を代表する委員　三人
二　市町村を代表する委員　三人
三　公益を代表する委員　三人以上であって政令で定める
基準に従い条例で定める員数

《青字部分はq1、q2により存置を許容》

◆ ◆

21 14 介護保険法 第188条 第2項
２　専門調査員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験
を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

２　専門調査員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に
関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任
命する。

× 確認

21 14 介護保険法 第189条 第1項

　（合議体）
第百八十九条　保険審査会は、会長、被保険者を代表する委員及び市
町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のう
ちから保険審査会が指名する二人をもって構成する合議体で、審査請求
（要介護認定又は要支援認定に関する処分に対するものを除く。）の事件
を取り扱う。

　（合議体）
第百八十九条　保険審査会は、会長、被保険者を代表す
る委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外
の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する
二人をもって構成する合議体で、審査請求（要介護認定又
は要支援認定に関する処分に対するものを除く。）の事件
を取り扱う。

《青字部分はq1、q2により存置を許容》

◆ ◆

21 14 介護保険法 第189条 第2項
２　要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件
は、公益を代表する委員のうちから、保険審査会が指名する三人をもっ
て構成する合議体で取り扱う。

２　要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審
査請求の事件は、公益を代表する委員のうちから、保険審
査会が指名する三人をもって構成する合議体で取り扱う。

《青字部分はq1により存置を許容》

×◆ ○

21 18 身体障害者福祉法 第12条

第十二条　身体障害者福祉司は、都道府県知事又は市町村長の補助機
関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用し
なければならない。
一　社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、身
体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に二年以上従事した
経験を有するもの
二　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学又は旧大
学令（大正七年勅令第三百八十八号）に基づく大学において、厚生労働
大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
三　医師
四　社会福祉士
五　身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その
他の施設で厚生労働大臣の指定するものを卒業した者
六　前各号に準ずる者であつて、身体障害者福祉司として必要な学識経
験を有するもの

第十二条　身体障害者福祉司は、都道府県知事又は市町
村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに
該当する者のうちから、任用しなければならない。
一　社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する
者であつて、身体障害者の更生援護その他その福祉に関
する事業に二年以上従事した経験を有するもの
二　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく
大学又は旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）に基
づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に
関する科目を修めて卒業した者
三　医師
四　社会福祉士
五　身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成
する学校その他の施設で厚生労働大臣の指定するものを
卒業した者
六　前各号に準ずる者であつて、身体障害者福祉司として
必要な学識経験を有するもの

× 確認

21 20 知的障害者福祉法 第14条 第1項

第十四条　知的障害者福祉司は、都道府県知事又は市町村長の補助機
関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用し
なければならない。
一　社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、知
的障害者の福祉に関する事業に二年以上従事した経験を有するもの
二　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学又は旧大
学令（大正七年勅令第三百八十八号）に基づく大学において、厚生労働
大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
三　医師
四　社会福祉士
五　知的障害者の福祉に関する事業に従事する職員を養成する学校そ
の他の施設で厚生労働大臣の指定するものを卒業した者
六　前各号に準ずる者であつて、知的障害者福祉司として必要な学識経
験を有するもの

第十四条　知的障害者福祉司は、都道府県知事又は市町
村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに
該当する者のうちから、任用しなければならない。
一　社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する
者であつて、知的障害者の福祉に関する事業に二年以上
従事した経験を有するもの
二　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく
大学又は旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）に基
づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に
関する科目を修めて卒業した者
三　医師
四　社会福祉士
五　知的障害者の福祉に関する事業に従事する職員を養
成する学校その他の施設で厚生労働大臣の指定するもの
を卒業した者
六　前各号に準ずる者であつて、知的障害者福祉司として
必要な学識経験を有するもの

× 確認
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